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序
章

晩
清
の
今
文
経
学
者
皮
錫
瑞
は
、
今
文
経
学
の
源
泉
と
し
て
閣
若
晴
の
「
尚
書
古
文
疏
謹
」
を
意
識
し
つ
つ
、
反
閣
の
旗
頭
た
る

毛
奇
齢
の
「
古
文
尚
書
寛
詞
」
の
矛
盾
を
枚
挙
し
た
「
古
文
尚
書
菟
詞
平
議
」
を
書
い
て
い
る
。
晩
清
の
時
代
の
光
緒
年
間
に
活
躍

し
た
皮
錫
瑞
に
と
れ
ば
、
閣
若
竣
以
来
二
百
余
年
を
経
、
そ
の
間
尚
書
学
は
、
悪
棟
、
程
定
一
肝
、
江
費
、
孫
星
桁
、
丁
妻
、
段
玉
裁

の
如
き
閤
氏
を
深
化
せ
し
め
る
方
向
が
既
に
確
定
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
今
文
経
学
の
源
流
が
閤
氏
に
あ
り
と
再
確
認
せ
ん
が

為
に
反
閣
の
毛
氏
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
。
興
味
を
抱
か
せ
る
課
題
で
あ
る
。

梁
啓
超
が
「
清
代
学
術
概
論
」
で
言
、
っ
通
り
閤
氏
の
「
疏
詮
」
は
清
朝
考
証
学
を
聞
い
た
。
市
し
て
そ
の
文
献
批
判
の
方
向
が
、

考
証
学
の
底
流
と
な
っ
て
晩
清
の
今
丈
公
羊
学
ま
で
流
れ
続
け
る
。
閤
氏
の
古
文
尚
書
へ
の
疑
惑
は
、
呉
才
老
や
朱
烹
の
宋
儒
に
始

ま
る
。
然
し
尚
書
に
限
ら
ず
一
般
に
疑
古
の
傾
向
は
、
盛
唐
以
後
に
越
匡
の
春
秋
学
に
於
け
る
左
侍
へ
の
疑
問
で
あ
り
、
特
に
柳
宗

玄
の
「
非
園
語
」
等
の
文
献
批
判
で
あ
る
。
こ
の
批
判
精
神
が
、
欧
陽
修
の
易
十
翼
へ
の
批
評
、
鄭
樵
の
詩
序
へ
の
批
判
と
宋
儒
の
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批
判
主
義
に
結
実
す
る
。
両
宋
の
多
様
な
疑
古
主
義
が
、
全
て
柳
宗
玄
か
ら
出
た
と
す
る
の
は
、
暴
論
の
譲
り
を
免
れ
得
ま
い
が
、

然
し
実
は
見
落
す
事
の
出
来
ぬ
の
は
、
文
献
批
判
精
神
の
裏
側
に
あ
る
も
の
が
、
制
度
論
で
あ
る
点
で
あ
る
。
即
ち
柳
宗
玄
の
「
非

園
語
」
は
、
裏
返
し
た
「
封
建
論
」
で
あ
る
。
同
じ
思
想
の
異
る
表
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
{
木
儒
の
批
判
主
義
に
も
、
制
度

論
が
背
後
に
隠
れ
て
い
る
。
先
儒
の
批
判
主
義
を
一
身
に
綜
合
し
た
朱
子
は
、
当
然
「
儀
時
経
侍
通
解
」
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
清

朝
に
あ
っ
て
も
、
閤
氏
の
徹
底
的
に
疑
っ
て
疑
い
切
れ
ぬ
も
の
を
残
す
と
い
う
学
問
態
度
に
、
皮
錫
瑞
は
、
制
度
論
の
嘆
を
か
ぎ
分

け
た
。
柳
宗
玄
の
末
喬
と
見
た
て
た
訳
で
あ
る
。

こ
の
柳
氏
か
ら
閤
氏
に
流
れ
る
批
判
精
神
と
相
反
す
る
一
傾
向
が
あ
る
。
韓
愈
で
あ
る
。
韓
愈
の
原
道
に
易
書
詩
春
秋
の
四
経

を
数
え
て
、
樫
記
を
加
え
ぬ
の
は
、
優
れ
て
古
文
家
的
で
あ
り
、
前
提
に
貌
々
た
る
直
観
的
古
文
像
が
準
え
て
い
る
。
柳
宗
玄
に
と

れ
ば
古
代
は
明
詮
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
科
学
的
と
で
も
言
う
べ
き
探
究
が
あ
り
、
批
判
精
神
が
芽
ば
え
る
。
韓
愈
に
あ
っ
て

は
、
古
代
は
直
観
的
に
自
明
で
あ
る
。
少
く
も
疑
古
を
介
在
さ
せ
な
い
。

そ
こ
に
道
統
の
概
念
を
生
む
先
験
主
義
が
存
す
る
。
宋
儒

は
周
知
の
通
り
韓
愈
か
ら
道
統
を
痛
ん
だ
が
、
制
度
論
的
批
判
主
義
は
、
柳
子
厚
の
適
子
で
あ
っ
た
。

韓
柳
二
子
を
、
相
異
る
傾
向
の
両
端
と
認
め
得
る
な
ら
、
毛
奇
齢
は
、
古
丈
家
的
性
格
か
ら
韓
愈
に
似
る
。
皮
錫
瑞
が
、
毛
奇
齢

を
閤
若
球
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
意
識
に
上
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
は
、
清
朝
学
術
|
特
に
考
証
学
が
、
柳
子
厚
以
来
の
疑
古
の

流
れ
に
沿
っ
た
事
実
を
確
認
せ
ん
が
為
と
考
え
て
よ
い
。
当
然
毛
奇
齢
の
信
古
主
義
は
、

一
撃
を
与
え
て
お
か
ね
ば
済
ま
ぬ
課
題
で

ふ
め
ヲ
匂
。そ

れ
で
は
、
毛
奇
齢
の
信
古
主
義
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
時
代
を
隔
絶
す
る
以
上
韓
愈
の
自
得
は
許
き
れ
な
い
。

そ
こ
で
宋
学
的
近
世
の
持
つ
丈
明
の
種
々
相
へ
の
攻
撃
と
批
判
が
行
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
朱
子
の
家
曜
と
春
秋
胡
氏
惇
と
い
う
宋
学



的
文
明
に
対
す
る
毛
氏
の
特
異
な
姿
勢
を
素
材
に
、
毛
氏
の
信
古
的
古
代
像
に
論
及
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

「
大
島
ナ
知
本
圃
説
」
に
依
る
と
少
年
時
代
劉
車
山
の
講
道
に
列
し
た
毛
奇
齢
は
、
講
説
に
依
る
学
聞
の
あ
り
方
に
痛
く
疑
問
を
感

じ
、
長
く
思
想
的
初
僅
を
続
け
る
が
、
河
南
嵩
山
の
土
室
中
で
夜
半
梯
泣
し
て
い
る
と
お
告
げ
が
あ
り
、
廟
市
で
書
を
購
え
と
一
言
う
。

そ
こ
で
求
め
得
た
の
が
高
笠
先
生
な
る
者
の
所
持
せ
る
大
学
古
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
高
笠
先
生
の
面
識
を
得
て
、
格
物
致
知

の
秘
伝
を
受
け
る
が
、
約
す
れ
ば
、
明
詮
性
へ
の
追
求
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
詮
性
は
毛
氏
の
経
学
を
規
定
す
る
が
、
「
昏
樺
排
正
」
に

毛奇齢の趨説

そ
の
典
型
を
見
る

幼
時
観
隣
人
要
婦
、
婦
至
不
謁
廟
、
不
存
自
男
姑
、
葦
婦
入
子
房
、
合
永
田
市
就
枕
席
駕
、
蹄
而
疑
之
目
、
此
非
野
合
乎
、
若
然
則

安
輿
奔
何
捧
鳶
、
以
問
塾
師
、
塾
師
日
掃
子
需
知
種
子
、
鵡
不
云
乎
、
不
成
婦
者
不
廟
見
、
夫
不
先
成
婦
市
謂
可
以
見
男
姑
入

租
廟
未
之
前
問
。
予
日
婦
必
寝
而
後
成
乎
、
塾
師
不
能
答
。
(
注
4
参
照
の
こ
と
)
。

少
年
時
代
、
隣
人
の
結
婚
式
を
見
、
新
婦
を
迎
え
て
帰
っ
た
新
郎
が
新
婦
と
共
に
家
廟
に
も
報
告
せ
ず
、

又
新
婦
は
新
郎
の
両
親

に
も
挨
拶
せ
ず
、
枕
席
に
就
い
た
事
が
少
年
の
眼
に
詩
か
し
く
思
え
た
。
毛
氏
よ
り
後
、
朱
子
学
批
判
を
す
る
戴
震
も
、
孟
子
よ
り

程
伊
川
に
伝
わ
る
道
統
の
仮
構
性
を
子
供
の
頃
塾
の
先
生
に
質
問
し
て
困
ら
せ
た
話
が
あ
る
が
、
村
夫
子
に
切
り
込
む
角
度
は
、
毛

奇
齢
の
方
が
老
成
し
て
お
り
嫌
味
で
あ
る
。
塾
師
の
盾
に
取
る
槽
と
は
、
俗
本
朱
子
家
曜
と
思
わ
れ
、
朱
子
の
家
糟
は
、
儀
躍
経
侍

通
解
の
一
部
を
な
す
。

こ
の
家
槽
は
近
世
中
国
の
郷
村
社
会
に
根
強
い
規
範
カ
を
持
っ
て
い
た
様
で
、
斯
江
の
毛
氏
の
郷
里
も
例
外

19 

で
は
な
い
。
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き
て
儀
曙
士
氏
日
で
は
、
周
知
の
様
に
新
婦
が
男
姑
を
拝
す
る
の
は
、
枕
席
に
就
い
た
日
の
翌
朝
で
あ
る
。
又
氏
口
組
四
の
日
の
廟
見
は
、

士
昏
曜
に
は
見
え
ぬ
。
そ
れ
故
儀
躍
を
主
と
し
て
立
て
る
家
暗
に
、
当
日
謁
廟
の
規
定
が
な
い
の
は
当
然
な
の
だ
が
、
毛
奇
齢
が
、

少
年
の
日
に
野
合
と
映
じ
た
近
世
の
風
俗
こ
そ
朱
子
家
曜
の
持
ち
込
ん
だ
所
の
蛮
風
な
の
で
あ
る
。
朱
子
は
、
善
風
美
俗
の
破
壊
者

で
あ
っ
た
。
塾
の
先
生
に
理
解
さ
れ
ぬ
悩
み
を
、
毛
氏
の
論
文
に
屡
々
登
場
す
る
親
威
の
仲
氏
が
、
慰
め
る
。

A

曾
先
仲
氏
従
郡
関
、
急
奉
似

(1示
)
之
。
仲
氏
倣
然
日
斯
理
之
不
明
、
子
今
五
百
年
失
。

朱
子
家
鵡
以
来
五
百
年
、
昏
様
は
乱
れ
、
道
義
は
地
に
堕
ち
た
。
士
口
曜
は
必
ず
し
も
儀
曜
に
は
な
い
。
仲
氏
は
続
け
る
。

槽
無
不
謁
廟
者
、
要
則
告
迎
、
入
則
謁
至
、
曲
曜
日
持
戒
以
血
口
鬼
紳
、
此
告
迎
也
、
左
偉
夫
人
美
氏
入
、
此
謁
至
也
、
是
故
楚

公
子
園
妻
子
鄭
、
有
日
園
布
凡
造
血
口
子
荘
共
之
廟
市
来

解
以
告
迎
、
而
鄭
八
ム
子
忽
聖
子
陳
、
腸
不
謁
至
、
則
陳
誠
子
磯
之
日

先
配
而
後
租
、
是
不
属
夫
婦
、
謹
其
租
失
、
何
以
能
育

別
是
婦
至
之
タ
必
入
而
告
廟
謂
之
謁
廟
亦
謂
之
朝
廟
、
十
句
不
告
迎
、

是
矯
蒙
先
君
、
蒙
者
欺
也
、
不
謁
至
是
謂
誼
組
、
誼
者
詐
而
不
賓
也
、
欺
血
ハ
詐
卸
己
制
服
夫
婦
而
同
子
不
同
局
、
日
是
不
矯
夫
婦
、

別
是
不
謁
相
者
不
成
婦
、
而
反
日
成
婦
則
不
謁
組
、
是
明
輿
其
書
而
倒
讃
之
也
。

我
々
は
、
こ
こ
に
左
停
の
躍
で
、
家
槽
及
ぴ
儀
嘩
が
否
定
さ
れ
る
の
を
見
る
。
ま
ず
①
は
、
次
の
如
し
。

秋
公
白
至
自
啓
、
八
月
丁
丑
、
夫
人
美
氏
入
、
戊
寅
大
夫
宗
婦
戴
用
幣
(
荘
公
二
十
四
年

経

毛
氏
が
侍
と
す
る
の
は
経
の
誤
り
だ
。
こ
の
夫
人
萎
氏
と
は
、
魯
荘
公
の
適
室
の
哀
萎
で
、
子
般
間
公
の
殺
害
の
因
と
も
な
り
、

三
和
の
始
祖
た
る
季
友
の
登
場
を
誘
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
謁
至
と
見
る
。
即
ち
親
迎
の
前
後
に
廟
を
拝
す
る
立
場
を
春
秋
は

曜
と
す
る
が
、
②
は
親
迎
の
前
の
告
廟
で
あ
る
。

春
封
公
子
園
軸
帽
子
鄭
、
且
要
於
公
孫
段
氏
、
伍
邸
争
、
馬
介
、
特
入
館
、
鄭
人
悪
之
、
使
行
人
子
羽
輿
之
一
言
、
乃
館
於
外
、
既
鴨
、



特
以
衆
逆
、
子
産
患
之
、
使
子
羽
酔
日
以
敵
邑
補
小
、
不
足
以
寄
従
者
、
請
坤
聴
命
、
令
弔
ア
命
大
宰
伯
州
整
針
目
、
君
辱
既
寡

大
夫
圏
、
謂
闇
特
使
豊
氏

(
1公
孫
段
氏
)
撫
有
而
室
。
園
布
凡
鑑
告
於
荘
一
一
共
之
廟
而
来
。
若
野
賜
之
、
是
委
君
既
於
草
日
奔
也
。

是
寡
大
夫
不
得
列
於
諸
卿
也
。
不
寧
唯
是
。
又
使
園
蒙
其
先
君
(
杜
預
云
蒙
欺
也
)
。
特
不
得
属
寡
君
老
。
其
蔑
以
復
失
、
唯
大

夫
圃
之
(
左
侍
昭
公
元
年
)
。

楚
の
大
軍
を
畏
れ
る
子
産
が
、
楚
公
子
一
行
に
郊
外
に
埠
し
て
昏
儀
を
取
り
行
な
わ
ん
と
の
要
望
に
は
、
楚
に
武
装
を
解
い
て
事

を
運
び
た
い
と
の
真
意
が
あ
る
の
だ
が
、
楚
側
は
、
公
子
園
は
出
発
前
に
荘
王
共
王
の
廟
に
告
げ
て
来
た
以
上
野
外
の
昏
儀
は
、
先

君
を
欺
〈
事
に
な
る
と
後
に
引
け
ぬ
事
を
強
調
す
る
。
結
果
子
産
の
意
が
通
り
、
武
装
解
除
が
実
現
す
る
が
、
毛
奇
齢
は
こ
の
出
発

毛奇齢の市豊説

前
の
告
廟
を
告
迎
と
定
義
す
る
。
次
に
③
の
場
合
は
、
親
迎
し
て
帰
着
し
た
時
点
で
の
告
廟
で
あ
る
が
、

四
月
甲
辰
鄭
公
子
忽
如
陳
逆
婦
嬬
、
辛
亥
以
橋
氏
鵠
。
甲
寅
入
子
鄭
。
陳
鋪
子
送
女
。
先
配
而
後
組
。
誠
子
日
是
不
属
夫
婦
、

誼
其
組
失
、
非
曜
也
、
何
以
能
育
。

こ
の
事
件
は
、
毛
氏
立
論
の
重
要
な
根
拠
に
な
る
。
甲
辰
の
日
に
嬬
姓
の
女
を
陳
に
親
迎
し
た
鄭
公
子
忽
は
、
七
日
後
の
辛
亥
の

日
に
婦
女
を
伴
っ
て
宮
殿
に
入
り
枕
席
に
就
き
翌
日
の
甲
寅
に
「
鄭
に
入
る
。
」
つ
ま
り
祖
廟
に
報
告
し
た
。
っ
き
副
い
の
大
夫
誠
子

が
、
配
を
先
に
し
、
祖
を
後
に
し
た
事
を
と
が
め
て
「
こ
れ
夫
婦
と
な
さ
ず
、
そ
の
祖
を
謹
う
る
な
り
?
糟
に
非
ざ
る
な
り
、
何
を

も
っ
て
能
く
育
て
ん
や
」
と
非
難
す
る
。
こ
の
公
子
忽
と
は
、
後
に
権
を
よ
く
し
た
と
公
羊
停
の
讃
美
す
る
鄭
の
大
夫
祭
仲
に
よ
り

2'1 

立
て
ら
れ
君
位
に
就
く
昭
公
そ
の
人
で
あ
る
。
最
後
に
彼
は
祭
仲
に
追
放
さ
れ
た
公
子
突
即
ち
属
公
に
害
き
れ
る
に
至
る
。
「
何
以
能

育
」
は
、
明
ら
か
に
悲
劇
を
予
想
し
た
左
氏
特
有
の
心
憎
い
筆
致
で
あ
る
。
毛
奇
齢
は
、
こ
の
陳
誠
子
の
当
為
と
し
て
の
「
先
祖
後

ザ
イ
ン

配
」
こ
そ
、
周
の
瞳
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
の
「
先
配
後
祖
」
は
、
春
秋
時
代
の
成
俗
で
あ
り
、
春
秋
の
曜
と
見
る
。
毛
氏
の
少
年
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時
代
の
村
人
の
昏
槽
で
の
憤
激
は
、
曜
を
知
れ
る
棟
誠
子
の
怒
り
と
全
く
重
な
る
。
こ
れ
を
廟
見
と
定
義
す
る
。
即
ち
親
迎
よ
り
帰
っ

た
直
後
に
取
り
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
士
昏
曜
は
、
こ
の
周
曜
を
正
確
に
反
映
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

き
て
毛
奇
齢
は

三
日
可
廟
見
、
不
成
婦
不
廟
見

と
言
、
っ
先
の
塾
師
の
根
拠
に
な
る
言
葉
は
、
儀
理
経
侍
通
解
の
家
槽
部
に
は
見
え
ぬ
が
、
家
曜
の
氏
日
槽
の
順
序
は
、
儀
曜
を
踏
ん
で

い
る
為
、
当
日
の
廟
見
は
な
い
。
家
曜
を
編
す
る
に
当
っ
て
朱
子
は
、
左
氏
暗
と
儀
曜
と
の
相
異
に
気
附
い
て
い
た
様
で
、
通
解
巻

二
家
理
部
に
於
い
て
、
先
の
隠
公
八
年
の
左
氏
侍
と
孔
疏
を
引
い
た
後
、

今
按
此
説
奥
儀
槽
及
白
虎
通
義
不
問
、
疑
左
氏
不
足
信
、
或
所
据
者
、
首
時
之
俗
曜
市
言
非
先
王
之
正
法
也
。

と
述
べ
、
今
文
家
的
態
度
を
見
せ
る
。
又
語
類
巻
八
十
九
に
も
、
左
侍
家
司
馬
光
の
家
範
の
糟
説
を
批
判
じ
て
次
の
様
に
語
る
。

間
婦
嘗
日
廟
見
非
瞳
否
、

日
固
然
。
温
公
如
此
。
他
是
取
左
氏
先
再
配
後
租
之
説
。
不
知
左
氏
之
語
何
足
鳴
。
山
豆
可
取
不
足
鴻

之
左
氏
而
棄
可
信
之
儀
曜
乎
。

こ
の
様
に
手
厳
し
く
左
停
を
退
け
る
。
こ
の
当
日
の
廟
見
を
認
め
る
朱
子
は
、
毛
奇
齢
に
よ
る
と
氏
は
程
伊
川
の
糟
説
の

コ
一
月
預
祭
組
事
昌
男
姑
(
伊
川
文
集
巻
六
)

を
取
り
三
月
三
日
に
変
え
た
と
す
る
。
そ
れ
で

三
日
可
廟
見

と
な
っ
た
。
語
類
を
徴
す
れ
ば
、
毛
氏
の
推
論
は
正
し
い
様
だ
が
、
伊
川
の
こ
の
立
論
の
根
拠
は
、
暗
記
曾
子
聞
の
次
の
一
句
で
あ
る
。

三
日
而
廟
見
、
橋
来
婦
也
。
揮
日
市
祭
把
於
欄
、
成
婦
之
義
也
。
(
鄭
注
云
、
謂
勇
姑
没
者
也
。
必
祭
成
婦
義
者
、
婦
義
者
、
婦



有
共
養
之
躍
、
猶
勇
姑
存
時
盟
鎮
特
豚
於
室
)
。

儀
曜
士
昏
躍
で
は
、
実
菜
の
後
男
姑
を
祭
る
事
が
な
い
た
め
、
こ
れ
は
例
外
的
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
鄭
玄
の
言
う
男
姑
の
没
す

る
者
と
す
る
立
場
が
成
立
ち
、
曾
子
聞
の
こ
の
前
後
を
見
て
も
大
体
例
外
的
規
定
が
並
ん
で
い
る
故
、
鄭
玄
の
立
場
は
正
し
い
様
だ
。

所
で
朱
子
の
通
解
で
も
こ
の
個
所
の
経
丈
と
鄭
注
孔
疏
を
引
く
が
、
通
解
は
孔
疏
を
巧
み
に
選
択
し
て
引
き
そ
こ
に
筆
法
を
見
せ
る

が
、
こ
の
場
所
で
は
亡
者
に
廟
見
す
る
と
の
鄭
説
を
批
判
的
に
見
て
い
る
。
不
合
理
な
も
の
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

主
唱

T
H土、

f
i
l
l
 

こ
の
曾
子
聞
を
む
し
ろ
六
種
終
了
後
の
附
帯
的
躍
と
規
定
す
る
。
鄭
氏
の
特
殊
化
を
批
判
し
、
む
し
ろ
一
般
化
す
る
の
で
あ
る
。
語

類
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。

つ
ま
り
伊
川
の
様
に
曾
子
聞
の
「
三
月
而
廟
見
」
を

一
般
の
鵡
i
即
ち
男
姑
の
生
没
に
関
せ
ざ
る

毛奇齢の耀説

ー
と
す
れ
ば
、
左
惇
の
配
す
る
前
に
祖
を
拝
す
べ
き
な
り
と
の
曜
説
(
当
日
廟
見
の
説
)
は
、
意
味
を
失
い
、
捨
て
て
も
よ
い
事
に

な
る
。毛

奇
齢
は
朱
子
の
こ
の
選
択
の
姿
勢
を
攻
撃
す
る
。

こ
の
姿
勢
が
、
俗
本
朱
子
家
鵡
と
な
り
近
世
五
百
年
の
風
俗
を
規
定
し
た
と

断
案
す
る
。
そ
こ
で
家
曜
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
儀
理
士
氏
日
曜
の
大
槽
の
手
順
を
解
体
し
、
告
迎
、
謁
至
を
含
め
た
九
槽
を
制
作
す
る

の
で
あ
る
。

一
体
毛
奇
齢
は
、
家
曜
の
根
拠
た
る
儀
曜
は
取
ら
ず
、

む
し
ろ
三
躍
は
、
戦
園
後
儒
の
手
に
成
る
も
の
と
見
、
春
秋
に
逢
か
に
遅

れ
て
世
に
出
た
と
す
る
。
春
秋
に
遅
れ
る
と
い
う
点
で
実
は
、
そ
れ
は
春
秋
の
悪
し
き
釈
義
書
で
あ
り
、
鬼
子
で
す
ら
あ
る
。
春
秋

|
|
公
穀
二
停
は
塗
聴
道
説
と
し
て
ほ
ぼ
取
ら
ぬ
が
!
ー
ー
こ
そ
、
時
代
の
真
の
ド
キ
ュ
メ
ン
・
ト
で
あ
り
、
曜
の
発
生
の
始
源
と
秘
密

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
更
に
毛
氏
は
圭
一
弓
つ
。
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予
嘗
考
宋
準
、
推
其
所
誤
、
大
抵
北
宋
宗
周
瞳
而
王
氏
誤
之
、
南
宋
宗
儀
糟
而
朱
氏
誤
之
、
荊
公
以
周
曜
矯
周
八
ム
之
書
、
而
丈
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公
亦
回
以
儀
槽
属
周
公
所
著
、
夫
周
公
著
書
亦
何
擦
。
濁
不
日
有
夫
子
之
春
秋
在
乎
。
ふ
日
韓
宣
子
鴨
子
魯
、
観
易
象
輿
魯
春
秋

日
周
瞳
蓋
在
魯
失
、
夫
春
秋
何
輿
子
春
秋
、
而
善
観
鵡
者
郎
子
春
秋
而
得
之
。
誠
以
先
王
無
瞳
書
、
其
所
一
百
種
毎
散
見
之
六
籍

之
問
、
而
春
秋
所
書
子
周
制
局
尤
切
。

毛
氏
は
、
左
侍
昭
公
二
年
の
晋
大
夫
韓
宣
子
の
一
言
葉
に
迅
般
の
消
息
を
得
る
。
韓
宣
子
は
、
易
象
と
魯
春
秋
を
観
て
、
「
周
曜
蓋
く

魯
に
在
り
」
と
言
っ
た
が
、
実
は
瞳
は
成
書
と
し
て
存
し
な
か
っ
た
が
故
に
こ
の
発
言
あ
り
と
す
る
。
又
そ
の
証
左
に
周
瞳
儀
曜
の

名
が
先
秦
の
文
献
に
現
わ
れ
ぬ
事
を
取
る
。
そ
れ
故
韓
宣
子
や
陳
誠
子
の
如
く
「
善
く
槽
を
見
る
者
」
は
、
「
春
秋
に
子
い
て
こ
れ
を

得
る
」
つ
ま
り
春
秋
か
ら
帰
納
す
べ
き
で
あ
る
。
無
論
毛
奇
齢
は
自
己
を
韓
宣
子
に
比
し
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
の
大
胆
な
作
業
は
毛

氏
の
曙
論
の
諸
篇
と
な
り
、
春
秋
毛
氏
停
に
流
れ
込
む
。

き
て
蕊
に
剖
目
す
べ
き
は
、
王
安
石
の
「
周
官
新
義
」
と
朱
煮
の
「
経
停
通
解
」
を
代
表
と
す
る
両
宋
の
理
家
は
春
秋
学
の
否
定

に
成
立
す
る
と
見
る
事
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
王
荊
公
は
、
春
秋
を
断
澗
朝
報
と
退
け
、
朱
文
公
も
今
論
じ
た
曜
説
に
関
し
て
見
て

も
反
春
秋
的
で
あ
る
(
語
類
に
於
い
て
も
春
秋
に
は
総
じ
て
冷
淡
で
あ
る
)
。
宋
学
の
傾
向
性
を
代
表
せ
る
春
秋
学
を
朗
氏
停
と
す
る

と
、
胡
氏
侍
こ
そ
毛
奇
齢
に
と
れ
ば
反
春
秋
的
で
あ
り
、
毛
氏
の
春
秋
停
は
、
胡
氏
の
否
定
と
批
判
の
為
に
作
ら
れ
た
と
見
得
る
程

で
あ
る
。
毛
氏
の
諸
論
を
総
合
す
る
と
超
匡
陸
淳
以
来
の
春
秋
学
は
、
左
侍
批
判
に
展
開
し
て
い
る
。
性
格
的
に
極
め
て
今
文
的
で

あ
る
。
こ
れ
ぞ
宋
学
的
近
世
の
文
明
を
規
定
す
る
批
判
精
神
で
あ
る
。
閣
若
埼
の
尚
喜
学
も
桃
際
恒
の
偽
書
考
も
同
じ
根
底
に
あ
る
。

彼
等
が
皆
近
世
の
子
供
た
る
事
を
毛
氏
は
知
り
抜
い
て
い
た
。
彼
等
が
声
高
か
に
批
判
す
れ
ば
す
る
程
、
宋
学
的
近
世
の
手
の
内
に

入
る
。
そ
れ
は
斯
道
の
振
興
に
結
び
つ
き
は
せ
ぬ
。
考
証
学
の
先
駆
で
あ
り
乍
ら
、
毛
奇
齢
は
、
後
の
考
証
学
と
な
る
も
の
を
予
測

も
し
徹
底
し
て
背
を
向
け
る
。
単
に
考
証
学
の
み
な
ら
ず
、
実
は
近
世
の
文
明
に
徹
底
し
て
反
逆
者
の
姿
勢
を
取
る
の
で
あ
る
。
毛



氏
の
嫌
わ
れ
る
所
以
も
実
は
こ
こ
に
あ
る
。

第
二
章

毛
奇
齢
の
左
惇
癖
は
、
近
世
の
学
術
史
上
反
動
を
意
味
す
る
。
勿
論
胡
氏
侍
の
濃
厚
な
公
羊
色
へ
の
対
峠
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
如

何
に
し
て
胡
氏
偉
を
料
理
す
る
の
か
、
今
我
々
は
、
郊
輔
の
祭
り
へ
の
評
価
の
相
異
を
素
材
に
毛
氏
の
立
場
を
調
べ
て
見
ょ
う
。
唯

だ
注
意
す
べ
き
は
、
考
証
学
遁
藍
の
時
代
で
あ
る
故
、
今
で
あ
れ
ば
自
明
の
今
古
文
の
分
離
が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。

先
ず
郊
祭
で
あ
る
が
、
俸
公
三
十
一
年
の
経
文
に
、

毛奇齢の市豊説

公
子
遂
如
晋
、
夏
四
月
四
ト
郊

と
あ
り
、
胡
氏
侍
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

記
耀
者
日
祭
帝
子
郊
、
所
以
定
天
位
也
。
曜
行
於
郊
而
百
紳
受
職
駕
。
魯
諸
侯
、
何
以
有
郊
。
成
王
以
周
公
有
勲
勢
於
天
下
、

命
魯
公
世
世
把
周
公
以
天
子
之
糟
幾
(
植
記
明
堂
位
)
。
是
故
魯
君
孟
春
乗
大
轄
弧
輯
族
十
有
二
硫
日
月
之
章
杷
帝
子
郊
、
配
以

后
稜
、
天
子
之
櫨
也
。
以
人
臣
市
用
天
子
之
曜
可

h

乎
。
是
成
王
過
賜
而
魯
公
伯
禽
受
之
、
非
也
。

こ
の
様
に
明
堂
位
の
記
事
を
成
王
の
過
賜
と
し
、
郊
祭
は
魯
の
非
曜
の
立
場
を
固
く
取
る
。
穀
左
二
停
は
、
郊
祭
は
常
杷
で
あ
る

が
、
公
羊
侍
は

蹄
嘗
不
ト
、
郊
何
以
ト
、
ト
郊
非
耀
也
。
ト
郊
何
以
非
種
。
魯
郊
非
瞳
也
。
天
子
祭
天
、
諸
俣
祭
土
、
天
子
有
方
望
之
事
、
無

所
不
通
。
諸
侯
山
川
有
不
在
其
封
内
者
則
不
祭
也
。
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と
魯
の
郊
祭
を
僧
曜
と
す
る
。
然
し
宣
三
、
成
七
、
成
十
、
成
十
七
、
哀
元
と
経
文
に
郊
の
見
え
る
個
所
で
、
公
羊
停
は
魯
の
非
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曜
に
つ
い
て
語
ら
ぬ
。
胡
氏
停
は
、
成
十
年
に
伝
せ
ざ
る
以
外
、
暗
記
躍
運
の

魯
之
郊
踊
非
曜
也
。
周
公
其
衰
矢

こ
の
孔
子
の
慨
嘆
を
以
っ
て
魯
の
越
権
を
非
難
す
る
。
こ
れ
は
公
羊
停
の
特
性
の
強
調
で
あ
る
。

郊
祭
も
非
曜
の
立
場
を
取
る
。
問
公
二
年
経
に

夏
五
月
、
乙
酉
、
古
踊
子
荘
公

と
あ
り
、
胡
氏
停
は
、
次
の
停
を
附
す
。

程
氏
日
天
子
日
輔
、
諸
俣
日
袷
、
其
瞳
皆
A
口
祭
也
、
耐
者
蹄
其
所
白
出
之
帝
局
東
向
之
等
、
其
品
開
皆
合
食
於
前
、
此
之
謂
締
、

諸
侯
無
所
出
之
帝
、
則
止
於
太
組
之
廟
、
合
群
廟
之
主
以
食
、
此
之
謂
袷
、
天
子
輔
、
諸
侯
袷
、
大
夫
享
、
庶
人
薦
、
上
下
之

殺
也
。
魯
諸
侯
爾
、
何
以
有
輔
、
成
王
追
念
周
公
有
勲
発
於
天
下
、
賜
魯
公
以
天
子
之
糟
端
末
、
使
用
諸
太
廟
以
上
問
周
公
、
魯

於
是
乎
有
蹄
祭
、
春
秋
之
中
言
蹄
不
言
袷
也
。
然
則
可

i

乎
、
孔
子
日
魯
之
郊
楠
非
瞳
也
。
周
公
主
ハ
衰
失
、
蹄
言
吉
者
喪
未
三
年

行
之
、
太
早
也
。
子
荘
公
者
方
組
子
寝
、
非
官
廟
也
。

一
奉
而
三
失
櫨
罵
。
春
秋
之
所
謹
也
。
四
時
之
祭
有
情
之
名
。
鵡
丈
交

錯
之
失
(
関
一
一
)
。

公
羊
停
は
、
三
年
喪
を
終
え
ぬ
内
に
蹄
祭
を
行
っ
た
が
故
に
吉
字
を
冠
し
て
非
難
し
た
と
す
る
。
胡
停
で
は
成
王
が
魯
に
与
え
た
蹄

祭
自
体
が
過
ち
で
あ
り
、
郊
と
同
様
、
祭
り
自
体
が
始
め
か
ら
許
き
れ
ぬ
と
す
る
。
そ
れ
故
信
公
八
年
の
「
踊
子
太
廟
」
も
非
暗
と

な
る
。
八
ム
羊
惇
以
上
に
公
羊
的
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
胡
停
の
こ
の
郊
蹄
に
関
す
る
一
貫
し
た
態
度
の
真
意
は
、
祭

る
等
衰
が
「
蓋
し
不
易
の
定
理
な
り
。
そ
の
理
の
妙
、
つ
可
か
ら
ざ
る
を
知
れ
ば
、
分
守
に
安
ん
じ
、
倦
を
欲
す
る
の
心
無
し
。
天
下

の
階
級
に
段
、
高



図
家
を
為
め
ん
と
す
る
に
何
ぞ
あ
ら
ん
」
(
信
三
十
一
年
)
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
祭
杷
の
階
級
性
を
必
然
の
理
と
見
る
点
に
、
朱
子

学
的
厳
粛
主
義
が
見
、
ん
て
い
る
。

O 

O 

さ
て
こ
の
余
り
に
も
明
解
な
胡
安
園
の
図
式
が
優
れ
て
今
丈
家
的
で
あ
る
事
は
申
す
迄
も
な
い
が
、
胡
氏
を
正
面
の
敵
に
置
く
毛

奇
齢
は
、
胡
氏
が
春
秋
に
存
す
る
と
前
提
に
す
る
所
謂
る
春
秋
の
褒
庇
を
認
め
ぬ
。

む
し
ろ
客
観
主
義
的
な
左
停
を
取
り
、
鄭
玄
の

瞳
説
た
る
魯
瞳
郊
輔
論
の
不
備
を
整
え
る
事
に
依
り
、
胡
停
の
突
破
を
試
み
る
。
即
ち
褒
庇
の
骨
抜
き
を
す
る
の
で
あ
る
。

毛奇齢の櫨説

氏
の
「
郊
枇
輔
袷
問
」
、
に
従
っ
て
整
理
し
て
見
る
。
郊
祭
が
外
祭
で
あ
り
、
蹄
祭
は
宗
廟
の
内
祭
で
あ
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。

毛
氏
に
よ
る
と
ま
ず
外
祭
は
周
代
で
は
天
地
祭
と
杜
稜
祭
と
名
山
大
川
祭
(
山
川
巌
漬
諸
神
)
と
三
種
類
あ
っ
た
と
見
る
。
鵡
記
に

天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
祉
稜
(
王
制
、
種
運
)
。

と
あ
る
様
に
天
地
祭
と
社
稜
祭
と
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。

一
体
周
櫨
大
宗
伯
で
は
北
郊
に
地
を
祭
り
南
郊
に
天
を
祭
る

と
量
一
日
ー
が
、
「
春
秋
」
に
地
を
北
郊
に
祭
る
記
述
が
な
い
故
、
元
来
周
代
に
は
地
を
祭
る
郊
は
な
く
、
天
地
は
合
祭
し
て
お
り
、
地
祭

は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
向
き
が
あ
る
。
が
そ
う
で
は
な
い
。
史
記
秦
本
紀
に
地
祭
が
見
え
、
以
来
元
明
に
至
る
ま

で
記
録
が
あ
る
以
上
周
代
に
も
独
立
し
て
い
た
筈
で
、
春
秋
は
魯
の
記
録
で
あ
る
た
め
書
か
れ
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
春

秋
経
に
見
え
る
郊
祭
は
、
天
祭
で
は
な
い
。
魯
の
郊
祭
は
祈
穀
夏
零
秋
饗
の
祭
り
で
、
実
は
社
稜
祭
に
属
す
る
。
天
地
を
祭
る
郊
祭

を
記
述
し
た
周
曜
と
、
春
秋
と
は
異
質
の
も
の
で
、
こ
の
意
味
で
も
先
の
説
は
誤
る
。

27 

き
て
魯
の
郊
祭
は
、
諸
俣
が
行
っ
て
も
よ
い
社
稜
祭
で
あ
り
、
即
ち
小
郊
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
社
と
対
挙
さ
れ
る
。
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用
牲
子
郊
、
社
子
新
邑
(
召
詔
)
は
小
郊
で
あ
る
。

春
秋
に
は
出
ぬ
、
周
耀
の
天
地
を
祭
る
郊
は
、
大
郊
で
あ
り
、
こ
れ
は
天
子
に
の
み
許
き
れ
る
。
次
の

因
天
事
天
、
悶
地
事
地
(
耀
器
)
祭
天
日
矯
柴
、
祭
地
日
痩
埋
(
爾
雅
)

な
ど
は
大
郊
を
指
す
。
大
郊
は
、
次
の

郊
之
祭
也
、
迎
長
日
之
至
也
(
郊
特
牲
)

記
事
が
示
す
様
に
、
冬
で
あ
る
。
郊
に
関
す
る
春
秋
経
は
、

ほ
ぽ
夏
に
集
中
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
魯
の
郊
祭
が
、
胡
停
の
言

う
天
を
祭
る
も
の
で
な
く
、
諸
伎
の
許
さ
れ
る
社
稜
祭
た
る
事
明
白
で
あ
る
。

次
に
蹄
祭
に
つ
い
て
も
毛
氏
の
見
解
を
述
べ
よ
う
。
先
に
引
い
た
問
公
二
年
の
胡
停
は
、
程
伊
川
の
瞳
説
を
引
き
、
天
子
が
崎
祭
、

諸
俣
が
袷
祭
と
規
定
き
れ
る
。
更
に
春
秋
に
袷
祭
が
現
わ
れ
ぬ
の
は
、
諸
侯
た
る
魯
が
行
っ
て
も
非
鵡
で
は
な
い
か
ら
記
録
さ
れ
な

か
っ
た
と
の
立
場
が
見
え
る
。
即
ち
柿
祭
の
記
録
は
、
非
曜
を
庇
す
る
為
め
な
の
で
あ
る
。
袷
祭
は
春
秋
伝
で
は
閑
公
一
一
年
の
公
羊

停
と
穀
梁
停
に
見
え
る
も
の
で
、
蹄
と
の
関
係
が
古
来
種
々
論
ぜ
ら
れ
る
所
だ
が
、
毛
氏
は
次
の
如
き
整
理
を
与
、
え
る
。

程
伊
川
が
言
、
つ
様
な
袷
祭
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
袷
と
は
合
で
あ
り
、
一
万
来
合
祭
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
袷
の
祭
り
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
。
蹄
に
は
「
三
年
古
稀
」
「
五
年
大
蹄
」
「
四
時
祭
の
柔
嘗
楠
」
と
三
種
あ
る
が
、
皆
合
祭
で
あ
っ
た
為
、
吉
蹄
を
土
口

袷
、
大
柿
を
大
袷
、
系
嘗
蹄
を
そ
れ
ぞ
れ
系
袷
、
嘗
袷
、
締
袷
と
呼
ん
だ
。

そ
の
為
袷
祭
が
増
え
た
如
く
思
わ
れ
る
が
、
虚
名
た
る

に
過
ぎ
な
い
(
郊
一
吐
踊
袷
問
)
。

き
て
右
の
様
に
伊
川
の
主
張
す
る
袷
祭
を
消
去
す
る
事
で
、
胡
停
の
一
角
を
崩
す
が
、
更
に
間
公
二
年
の
胡
侍
が
「
槽
丈
交
錯
之

交
」
と
し
て
認
め
ぬ
時
祭
の
摘
を
加
え
た
三
楠
を
立
て
る
事
に
よ
り
、
春
秋
の
褒
田
町
は
、
こ
と
郊
蹄
義
に
関
し
て
は
完
全
に
影
を
失



う
の
で
あ
る
。
輔
に
関
す
る
経
文
を
掲
げ
る
と

①
夏
五
月
土
口
踊
子
荘
公
(
間
二
)

②
秋
七
月
、
踊
子
太
廟
、
用
致
夫
人
(
悟
八
)

③
丁
丑
作
悟
公
主
、
:
:
:
八
月
丁
卯
大
事
子
太
廟
、
腕
明
信
公
主
(
文
二
)

④
冬
従
杷
先
公
(
定
八
)

⑤
夏
六
月
辛
巳
、
有
事
子
太
廟
(
宣
八
)

⑥
二
月
葵
酉
、
有
事
子
武
宮
(
昭
十
五
)

毛奇齢の撞説

こ
れ
を
「
春
秋
毛
氏
侍
」
で
整
理
す
る
と
、

大
柿

天
子
五
年
の
祭
り
。
出
自
の
始
祖
の
祭
り
。
魯
も
宗
国
故
に
丈
主
を
楠
す
る
事
が
出
来
る
。
②
⑤
⑥
が
こ
れ
に
当
た
る
。

吉
柿

三
年
喪
が
終
り
、
先
君
を
廟
に
合
祭
し
昭
穆
を
楠
視
す
る
祭
り
。
諸
俣
も
行
っ
て
よ
く
、
晋
に
も
例
が
あ
る
(
左
侍
裏
十
六
)
。

①
③
が
こ
れ
に
当
た
り
、
④
も
準
ず
る
。

時
祭

夏
祭
を
蹄
と
い
う
。
春
秋
に
は
現
わ
れ
な
い
。

こ
の
分
類
は
、
鄭
玄
の
「
魯
曜
蹄
袷
義
」
の
「
三
年
一
袷
」
「
五
年
一
柿
」
を
袷
を
虚
名
と
す
る
形
で
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
唯

だ
土
口
袷
で
も
あ
る
三
年
の
吉
怖
は
、
鄭
氏
の
様
に
三
年
毎
に
繰
り
返
え
さ
な
い
。
三
年
喪
を
終
え
、
新
君
が
先
代
の
位
牌
を
穆
に
入

29 

れ
、
先
々
代
を
昭
に
移
し
、
最
初
の
穆
を
太
祖
廟
に
合
祭
す
る
訳
だ
が
、
事
柄
の
性
質
上
こ
れ
は
一
回
限
り
で
あ
る
。
五
年
の
大
楠
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と
は
何
か
と
言
え
ば
、
周
で
あ
れ
ば
始
祖
た
る
后
稜
を
、
始
祖
廟
で
祭
る
。
そ
の
際
太
祖
以
下
の
位
牌
を
別
に
作
っ
て
お
き
、
そ
れ

を
始
祖
廟
に
集
め
る
。
こ
れ
が
天
子
に
の
み
許
き
れ
た
蹄
祭
で
あ
り
大
蹄
で
あ
る
が
、
魯
は
宗
国
故
に
、
周
公
を
越
え
て
文
主
ま
で

は
柿
す
る
事
が
許
さ
れ
た
と
考
え
る
。

O 

き
て
袷
祭
を
消
去
し
積
年
の
矛
盾
を
解
消
し
た
毛
奇
齢
の
蹄
説
は
、
四
庫
提
要
に
依
る
と
「
先
儒
の
発
せ
ざ
所
を
発
し
た
」
と
讃

美
き
れ
る
が
、
我
々
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
古
文
家
鄭
玄
を
延
長
し
た
所
に
成
立
す
る
説
で
、
そ
の
立
場
が
古
文
家
で
あ
る
と
分
類
出

来
る
毛
奇
齢
の
必
至
の
結
論
に
思
え
別
に
不
思
議
で
な
い
が
、
実
に
毛
氏
の
時
代
は
、
考
証
学
の
繁
明
の
時
代
で
、
そ
の
学
聞
が
、

宋
学
批
判
に
向
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
我
々
は
、
こ
の
三
蹄
の
分
類
が
、
的
確
に
春
秋
胡
氏
停
に
向
け
て
放
た
れ
た
毒
矢
で
あ
る
事

を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
春
秋
褒
反
の
骨
抜
き
こ
そ
、
こ
の
袷
祭
の
消
去
な
の
で
あ
る
。

第

章

既
に
我
々
は
前
二
章
に
於
い
て
、
左
氏
の
鵡
つ
ま
り
古
文
家
の
曜
が
、
宋
儒
の
暗
に
優
先
す
る
と
い
う
毛
奇
齢
の
立
場
を
見
た
が
、

そ
れ
で
は
、
毛
氏
の
信
古
主
義
の
実
体
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

朱
子
は
、
古
文
孝
経
を
信
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
む
し
ろ
文
献
批
判
の
素
材
と
し
て
い
る
(
語
類
巻
八
十
三
)
。
毛
奇
齢
の
朱
子
に

対
す
る
反
逆
の
真
面
目
は
、
こ
の
孝
経
軽
視
に
対
決
す
る
所
に
あ
る
。
毛
氏
の
論
文
「
三
年
服
制
考
」
も
「
通
解
」
の
モ
デ
ル
た
る



儀
嘩
へ
の
批
判
で
あ
る
。
三
年
喪
と
は
文
字
通
り
三
十
六
ヶ
月
を
意
味
し
、
祥
祭
と
樟
祭
が
儀
鵡
士
虞
槽
(
戦
園
期
に
出
来
た
と
毛

氏
は
信
ず
る
が
)
等
に
依
り
入
る
事
で
、
二
十
五
ヶ
月
、
二
十
七
ヶ
月
の
説
が
生
ま
れ
た
と
言
う
。
実
質
三
十
六
ヶ
月
と
言
う
重
曜

主
義
の
史
的
実
在
の
主
張
は
、
朱
子
へ
の
当
て
つ
け
で
あ
る
。
議
論
の
当
否
は
姑
く
置
く
も
、
「
四
書
駿
言
」
に
依
る
と
、
こ
の
三
年

喪
た
る
重
樫
は
、
段
躍
で
あ
る
。
毛
氏
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
の
重
躍
は
、
春
秋
戦
闘
期
に
諸
慌
が
実
行
し
な
か
っ
た
の
は
、
孟
子
膝
文

公
儒
の
「
五
ロ
宗
閏
魯
先
君
莫
之
行
、
至
於
子
之
身
而
反
之
不
可
」
と
の
文
公
の
父
兄
百
官
の
言
葉
に
徴
す
る
事
が
出
来
る
。
論
語
憲

問
篇
の子

張
白
書
一
京
、
高
宗
諒
陰
三
年
不
言
、
何
謂
也
。
子
日
何
必
高
宗
、
古
之
人
皆
然
。
百
官
総
己
以
聴
於
家
宰
三
年
。

毛奇齢の趨説

こ
の
子
張
の
疑
惑
も
孟
子
に
於
け
る
事
態
と
対
応
し
、
周
の
槽
体
制
に
な
か
っ
た
が
故
に
子
張
は
問
、
っ
た
と
考
え
る
。
所
が
周
室
田

顧
命
篇
で
、
成
壬
没
後
七
日
で
康
王
は
即
位
し
諸
俣
に
命
令
し
て
い
る
。
又
一
例
と
し
て
左
侍
裏
公
十
六
年
に
見
え
る
晋
平
公
が
、

悼
公
の
没
後
す
ぐ
即
位
し
諸
侯
に
会
し
た
事
実
を
挙
げ
て
、
三
年
喪
の
周
制
に
あ
ら
ざ
る
証
左
と
す
る
。
即
ち
周
櫨
と
殿
曜
は
、
異

層
の
文
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
憲
聞
と
ほ
ぼ
重
な
る
商
書
説
命
篇
は
、
偽
書
で
あ
る
べ
き
で
な
い
。
鬼
神
を
尊
ぶ
と
言
わ
れ

る
段
朝
文
明
は
、
貌
然
た
る
実
在
で
あ
り
、
三
年
喪
た
る
孝
道
の
淵
源
で
あ
る
。
市
し
て
第
一
章
で
見
た
鄭
公
子
忽
の
「
先
配
後
祖
」

は
、
春
秋
の
成
俗
即
ち
春
秋
の
唾
で
あ
り
、
陳
鋪
子
の
「
先
祖
後
配
」
は
、
周
の
躍
で
あ
る
。
更
に
そ
の
上
に
戦
闘
の
槽
が
か
ぶ
さ
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毛
奇
齢
は
(
周
瞳
は
多
少
特
別
視
し
て
い
る
様
だ
が
)
、
三
曜
は
、
実
は
戦
国
之
理
な
の
で
あ
る
。
孟
子
よ
り
迄
か
に
遅
れ
る
と
見

る
。
つ
ま
り
三
曜
は
、
周
之
植
の
不
完
全
な
写
し
取
り
で
あ
る
。
「
檀
弓
訂
誤
」
に
於
い
て
、
毛
奇
齢
は
、
暗
記
中
の
最
古
層
と
目
き

れ
る
檀
弓
中
の
あ
れ
こ
れ
の
記
事
が
、
如
何
に
春
秋
の
不
完
全
な
知
識
に
依
っ
て
い
る
か
を
枚
挙
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

祁
屡
復
之
以
来
、
蓋
白
戦
升
陸
也
(
檀
弓
上
)

こ
れ
は
一
典
形
で
、
祁
に
戦
死
者
が
多
い
た
め
、
間
に
合
わ
せ
に
復
す
る
に
矢
を
使
っ
た
事
を
意
味
す
る
が
、
左
局
開
催
回
公
二
十
二

年
の
実
録
で
は
、
祁
は
勝
ち
明
ら
か
に
魯
は
敗
績
し
て
お
り
、
祁
人
は
憧
公
の
由
同
を
獲
て
「
諸
を
魚
門
に
鯨
け
た
」
程
の
大
勝
利
で

あ
っ
た
。
檀
弓
が
祁
の
敗
戦
と
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
な
矛
盾
を
十
数
燥
を
毛
氏
は
掲
げ
る
。
毛
氏
は
こ
れ
を
槽
家
の
不
完
全
な
春
秋
の
学
習
を
示
す
と
考
え
る
。
理
書
は
、
春

秋
の
悪
し
き
釈
義
書
に
過
ぎ
な
い
。
毛
氏
に
と
り
春
秋
は
全
能
で
あ
る
。

こ
の
様
な
構
造
的
社
会
学
を
毛
奇
齢
の
古
代
像
は
内
包
す
る
。
氏
の
古
代
論
の
中
心
は
、
「
春
秋
毛
氏
偉
」
だ
が
、
春
秋
上
の
人
物

の
恋
意
的
な
或
は
情
熱
的
行
動
は
、
作
侍
者
毛
奇
齢
に
と
れ
ば
、
理
制
の
自
己
運
動
を
意
味
す
る
。
恰
か
も
へ

l
ゲ
ル
の
「
歴
史
の

中
の
理
性
」
の
観
を
呈
す
る
。
例
え
ば
三
桓
の
始
祖
た
る
季
友
は
、
荘
公
の
適
弟
で
、
桓
公
の
庶
公
子
の
中
の
大
宗
で
あ
ろ
う
と
の

仮
説
が
出
き
れ
る
。
(
季
友
の
季
は
字
面
で
は
末
子
を
意
味
す
る
が
)
。
子
般
を
立
て
る
為
叔
牙
を
自
殺
せ
じ
め
、
子
般
殺
害
後
、
更

に
間
公
を
殺
し
た
慶
父
を
殺
す
季
友
の
暗
い
情
念
を
伴
っ
た
行
動
は
、
宗
法
の
自
己
運
動
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
季
孫
氏
を
中

心
に
三
桓
は
隆
盛
す
る
。
市
し
て
論
語
八
備
に
見
え
る
三
桓
の
惰
曜
も
、
三
桓
の
出
自
で
あ
る
桓
公
か
ら
、
魯
の
始
相
へ
の
周
公
へ

の
無
意
識
的
す
り
か
え
で
あ
る
と
見
る
。



「
春
秋
毛
氏
停
」
は
、
植
を
中
心
に
し
た
徹
底
し
た
人
間
学
で
あ
る
。
曜
は
、

む
し
ろ
春
秋
の
諸
人
物
の
行
動
か
ら
析
出
さ
れ
、

又
行
動
の
動
機
を
も
形
成
す
る
。

O 

O 

朱
子
の
孝
経
嫌
い
に
反
対
し
て
「
孝
経
間
」
を
書
い
た
毛
奇
齢
は
、
現
実
の
中
の
無
償
の
行
為
を
手
放
し
で
讃
美
す
る
。
理
学
の

当
為
と
渉
り
無
き
庶
人
の
中
に
却
っ
て
聖
が
具
現
し
て
い
る
。
百
円
州
の
朱
姓
の
小
児
が
虎
を
打
っ
て
父
を
救
っ
た
孝
に
感
激
し
て
詩

を
賦
す
。

毛奇齢の市豊説

打
虎
児
行

小
児
十
一
随
父
耕
、
深
林
有
虎
斑
毛
成
、
髄
脚
黒
風
吹
草
根
、
乗
風
撞
人
誰
敢
接
、
小
児
不
識
虎
、

疑
是
狐
血
ハ
狸
、
徒
然
見
虎
街
父
肢
、
砲
嘩
草
際
風
来
吹
、
見
晴
向
風
不
得
父
、
把
材
打
虎
裁
虎
路
、

三
尺
童
子
五
尺
材
、
患
空
撃
去
著
虎
臆
、
虎
驚
顧
見
合
父
逸
、
深
林
風
草
皆
無
色

(
下
略
、
西
河

詩
集
)
。

童
子
の
勇
気
へ
の
毛
氏
の
素
朴
な
嘆
声
の
中
に
、
我
々
は
、
五
経
の
要
旨
を
孝
経
に
求
め
た
古
文
家
鄭
玄
の
再
来
を
見
る
。
毛
氏

の
信
古
と
は
道
徳
へ
の
希
求
で
あ
る
。
朱
子
学
と
い
う
巨
大
な
る
風
車
に
主
ち
向
う
騎
士
こ
そ
、
馬
州
の
打
虎
児
を
理
解
し
得
た
の

で
あ
る
。
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儀
稽
経
侍
通
解
の
家
稽
部
と
著
者
の
分
ら
ぬ
俗
本
朱
子
家
穫
と
は
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
毛
奇
齢
は
混
同
し
て
い
る
様
で
あ

4 

通
解
の
家
耀
部
に
も
俗
本
家
穫
に
も
見
え
ぬ
。
し
か
し
語
類
の
論
旨
に
は
完
全
に
合
致
す
る
。

「
三
月
預
祭
把
事
勇
姑
、
復
三
月
然
後
実
菜
、
祝
構
婦
之
姓
日
某
氏
来
婦
敢
尊
菜
於
自
力
菜
子
姑
某
氏
」
こ
れ
が
全
文
だ
が
、
伊
川
は

八
岡
田
子
聞
の
孔
疏
の
「
氏
自
稽
冥
菜
之
後
更
無
祭
勢
姑
之
事
、
此
之
一
広
祭
於
禰
者
正
謂
実
菜
也
、
則
爾
見
実
菜
祭
楠
是
一
事
也
」
を
見
、
爾

見
と
実
菜
と
を
分
け
、
二
一
月
祭
把
に
預
る
後
再
に
三
月
を
隔
し
た
様
だ
。
而
も
美
事
に
鄭
注
は
見
落
し
て
い
る
。

「
間
程
氏
昏
儀
典
温
公
儀
如
何
、
日
互
有
得
失
、
日
首
以
何
属
、
玉
、
日
迎
婦
以
前
温
公
底
是
、
婦
入
門
以
後
程
儀
是
、
温
公
儀
親
迎
口
ハ
拝

妻
之
父
両
拝
便
受
婦
以
行
却
是
、
程
儀
偏
見
妻
之
黛
則
不
是
、
温
公
儀
入
門
便
廟
見
不
是
、
程
儀
未
廟
見
却
是
、
大
慨
只
此
両
像
以
此

局
準
去
、
子
細
看
、
日
廟
見
骨
回
以
何
日
、
日
古
人
三
月
而
後
見
、
日
何
必
待
三
月
、
日
未
知
得
婦
人
性
行
如
何
、
一
二
月
之
久
則
婦
儀
亦

熱
、
方
成
婦
矢
」
(
語
類
巻
八
十
九
)
。
毛
氏
は
家
曜
と
語
類
と
を
混
同
し
て
い
る
。
一
二
月
を
一
二
日
と
し
た
の
は
毛
の
錯
覚
だ
。

過
誤
は
む
し
ろ
伊
川
に
あ
る
。

行
媒
、
納
采
納
士
口
問
名
、
納
徴
、
請
期
、
親
迎
、
婦
至
、
婦
見
、
廟
見
、
婿
見
の
九
躍
に
分
か
ち
、
止
口
迎
は
親
迎
に
含
め
ら
れ
る
。

「
大
事
者
何
、
大
袷
也
、
大
袷
者
何
、
合
祭
也
」
(
公
羊
文
二
)
。
「
大
事
者
何
、
大
是
事
也
、
著
袷
嘗
」
(
同
穀
梁
伝
)
。(

大
学
院
学
生
)
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